
市民懇話会の進め方について 

回 時 期 内 容 

第１回 
・市の災害対

応の確認 
・意見交換 

令和５年 
11月20日 

１ 市の防災体制等について（事務局説明） 
(1) 日立市地域防災計画の概要について 
(2) 避難情報の発令基準について 
(3) 災害時の市の体制等について 
(4) 市が整備している資機材等について 

 
２ 台風１３号に伴う大雨被害と市の災害対応

について（事務局説明） 
(1) 災害の概要 
(2) 主な被害状況 
(3) 市の災害対応について 
(4) 市民等への各種支援等の状況など 
 

３ 台風１３号災害対応に関する地域の声につ
いて（事務局説明） 

 
４ 質疑及び自由意見 
(1) 事務局説明に対する質疑 
(2) 台風１３号災害対応に関し、各委員から

全般的に意見を聴取する。 
 

第１回 
終了後 

令和５年11

月30日まで 

※ 各委員から意見を書面で事務局に提出いた
だく。意見は、テーマを絞らず、主にソフト
面の対応を中心に、広く意見をいただく。 

 
12月上旬 ① 第１回会議終了後に提出された意見を整理、

分類し、第２回の進め方について、調整する。 
② 第２回会議資料（意見分類資料）を各委員に

事前送付する。 
 

第２回 
・意見交換 
・課題の整理 

令和５年 
12 月 中
旬 

※ 仕分けしたテーマごとの意見について、議
論を深め、課題を整理する。 

＜テーマ例＞ 
・避難情報発令の時期 
・情報伝達の方法 
・避難所の開設・運営 
・自助、共助、公助の役割 
・水害被害に対する支援策 など 
 

第２回 
終了後 

① テーマごとの課題等を整理し、第３回の進め
方について、調整する。 

② 第３回会議資料（テーマごとの課題整理資
料）を各委員に事前送付する。 

 
第３回 
・改善策等の 

まとめ 
 

令和６年 
１月中旬 

※ テーマごとの課題と改善策について、事務
局から現状説明を受けた上で、整理する。 

 

 

資料４  


